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日本の古代社会が， 奴隷制経済社会であると主張するひとびとの間に， ことに奴隷制の下限の問

題について， はなはだしい意見の不一致がおこっている， その原因は， 奴隷制なる概念の濫用や拡

大解釈をするために生じているようにおもわれる， そのために， マルキシズム史家の間に， 日本の

古代社会についてのみでなく， 他の国の歴史についても， 奴隷制の下限について， はなはだしい意

見の相違がおこっている１）， 中国の奴隷制についてだけでも， 郭沫若氏は， 股末周初は奴隷生産が

最高度に発達した時期であり， 紀元前二・三世紀の戦国時代になると， 中国の各国の社会は完全に

奴隷制から脱皮したといっている， しかるに前田直典氏や西嶋定生氏らの見解では， 十世紀の唐末

まで奴隷制社会がつづいたという，

　

日本史の場合でも， 松本新八郎氏らは２）， 南北朝の内乱をもっ

て， 奴隷制の下限であるとしているのに対して， 安良域徽昭氏は太閤検地までは， 奴隷制生産方法

が支配的な生産方法であったとしている３．」

　

林屋辰三郎氏のごと・きが， 大化改新を奴隷制の崩壊期

としているのと比すれば， はなはだしい相違である， 西洋史の場合でも， 松本新八郎氏は八世紀ま

でを奴隷制とし４）橡川一期氏は十三世紀まで奴隷制が存在したという５）， これらのことを考えると

き， 奴隷制なる用語の濫用や定義の仕方に不明確なところがあるために， 混乱を来しているのであ

るといわざるをえない，

　

いまわが古代社会を， 大化改新前の時代， 大化改新時代， 大化改新後の時代と犬別して， 古代日

本の奴隷制を主張する諸史家が， それぞれの時代について， どのような意味で， 奴隷制と考えてい

るかを検討し， あわせて筆者の見解を述べようとおもう．

一， 大化改新前の古代耐会について

　

林屋辰三郎氏は， 「律令制より荘園制へ」 なる論女において６１， 大化改新における律令国家の公

民を， ただちに奴隷とは断じがたいところから， それは古代国家の解体過程にあらわれた形態であ

ると考え， 古代国家の隆盛期は， 「だいたい五世紀の倭の五王の後代にあてたいと恩、ぅ。 三世紀半
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いらい上向線をたどった奴隷制国家は， この時において東に西にさらに海北に拡大された版図を保

有し， 世界最大の前方後円墳を営造しうるまでに発展した， その権力の経済的基礎は， いうまでも

なく屯倉 （田荘） である， この屯倉の耕作民はふつう田部とよばれ， それは恒常的に屯倉を耕作す

るいわゆる部民で， 労働奴隷制的な意義をもった農民集団であり， このほかに季節的にとくに畿内

（河内） の族長から郡ごとに出される臨時の橋丁， すなわち繕丁 （クワョポロ） があったと考えら

れている， こうした屯倉という国家的土地所有の形態が， 濯瀬農業にともなう共同体の存在とふか

くからみあいつつ， 奴隷制的な構造をもってくることは動かしがたいと思う」 と， このような古代

＝奴隷制国家が， 倭王武， すなわち雄略天皇の頃より朝鮮経営の難行で動揺しはじめ， 継体， 欽明

朝の内乱から， 皇統分裂の危局においこまれ， その内乱の克服で一層屯倉の集中をなしえた欽明朝

は， 純粋な意味での古代国家の絶頂期であるとする．

　

林屋氏は， 古代奴隷制国家の経済的基礎は， 奴隷制的屯倉制にある， この屯倉の耕作民なる田部

は， 恒常的にも屯倉を耕作する部民で， 労働奴隷制的な意味をもつ農民集団である， そのほかに奴

隷的な季節労働なる儀丁が存在したとするのである， なお林屋氏は， 後漢書の 「安帝の氷初元年，

倭の国王帥升等， 生口百六十人を献じ， 譜見を願う」 と云う文章を解釈して， ただちに奴隷を献上

したのだと解釈しているが， 筆者の考では， 生口はただちに奴隷とは解しがたいと思うのである，

われわれが今日人口というと同じような使用法で， 生ロなる用語が用いられているのであり，．
献上

したということも， 百済から博士や高僧を， 女化使節として派遣する場合でも， わが朝廷に献上し

たと記されているから， かならずしも奴隷の献上とのみは考えられない， 「首済国主照古王， 牡馬

壱疋， 牝馬壱疋を， 阿知青師につけてたてまつりき， 亦， 横刀とブぐ鏡とをたてまつりき， 叉百済国

に， 若し賢人あらばたてまつれとおほせたまう， かれ命をうけてたてまつれる人の名は， 和煙吉師

即ち論語十巻千字女一巻併せて十一巻を， この人につけてたてまつりき， 叉手人韓鍛

　

名は卓素

亦呉服西素二人をたてまつりき」 （古事記中巻） とある，

　

さらに筆者は， 屯倉， 田荘の民がはたして奴隷であるかについて疑問をいだくのである， 坂本太

郎氏がり
， 屯倉制について， 表郷において漢代より存する屯田制を採用したものであろう， 「因成

営田因田積穀兼兵民之力省飛強之労」 （冊府元亀巻五〇三， 郭計部屯田） とあるが， 日本の 「屯倉

の譜は疑もなくこうした制度に本づいて居り， その特に倉字を用いた事によれば， それが転輸の労

を省き， 不虞の用に傭うべき租稲の貯蓄所を意味した」 と云っておられるが， 日本書紀の富；化責紀を

みると， 「其の築紫・肥・豊・三国の屯倉， 散けてとほきところにあり， 運輸 （はこびいたさむこ

と）遥にへだたれり， もしもちゐんとせば， 以てにはかに備へがたし， 亦宜しく諸郡に課せてくば

り移し， 郡津の国にあっめ建て， 以て非常に備へて， 永く民の命と為すべし， 早く郡県に下して朕

が心を知らしめよ」 とあるを思い出さしめられる， 非常の時に備えて， 運輸に便なる所に屯倉を設

け， 凶年， 共の他の非常時に民の救済のために建てられていることがわかる． また所謂屯田の制が

北海道開拓史上， 重要な役割を果した屯田兵的制度にも似たものがある， とおもうのであるが， 古

代日本は， 当時， 広く醜の女物， 制度を採用したのであって， 聖徳太子が定めた官位十二階の順序

が徳仁札信義智の大小十二階となっていることや， とくにＢ券聾・維摩・法華の三経を擬んで講ぜら

れた理由や， 飛島女化を代表する止利仏師の仏像彫刻が北醜の文化の流れを汲むものであることな

どを考え併せるならば， 白風期の文化とも区別される北醜の女物， 制度が北朝鮮を経由して輸入さ

れ， わが古代女化に採用されていることを， 今日， 歴史学の研究成果として認めることが出来るの

である， その意味において， 屯倉の制が醜の制度の採用であるとみて間違いない， 三国の醜の時代

に， 辺境守備の屯田制のみでなく， 戦乱で逃亡した各地の荒廃地に， 民間の屯頭制を設置し， 人民

を移植して， 六公四民の課税を課したと云われている，
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〔建安元年１９６年〕是歳， 用二葉紙・韓浩等議一， 姶三興屯田．，

　

醜書Ｅ１， 目 遭二荒乱－， 率乏二糧穀→

　

諸軍泣起， 無二絡歳之計－， 磯貝＝庵略， 飽則棄余， 瓦解流離．
無 敵自破者不 可 勝 数， …‐‐公日， 夫定 国之術， 在コ於彊兵足食－

　

秦人以ニ急農－兼二天下， 孝

武以二屯田一定二西域→

　

此先代之良式也， 是歳， 乃募 民屯三田許下－

　

得二穀百万；年ト， 於 是州郡

例；置田官→

　

所在積 穀， 征三伐四方－， 無二連糧之労－． 兼一成群賊－， 克平二天下「 （三国志麓志巻

一武帝紀

　

また醜志巻二十八の郡女伝には，

　

「叉以為昔破二黄中→

　

因為二屯田→

　

積二穀於許都－

　

以制二四方→

　

今三隅己定， 事在二舵南→

　

毎大

軍征挙， 運兵過 半．功費巨億以為二大役一。陳察之間．上下田良． 可‐Ｆ省二許昌左右諸稲田‐１ ＃ 水束

下上， 令”隼北屯；二万人，キ佳南三万人－， 十二分休， 常有二四千人「 且田且守上， 水豊常収． 三…倍

於西‐， 計三除衆費－

　

歳完 五百万難－， 以為二軍費「

　

六七年間， 可 積二三千万鰯於艦上－， 此貝”十

万衆五年食也， 以非ヒ乗 呉， 無二住而不‐克契， 宣王善 之， 事皆施行な， 正始二年 （２４１年） 乃開ニ広

漕渠「

　

（氏姓制度も朝鮮に行われていた制度の輸入であるとおもうが， いまここに直接関係ないので省

略する，）

上述のような北醜の女物， 制度の採用と云う重大な歴史的転換期が， 崇神・重仁朝の頃であった

と筆者は考えている， それは崇神・垂仁紀の古典の研究を通じて， その頃よりいちじるしく政治思

想や制度の変化がみられるからである， （詳細については拙著 子古代女化史の研究」参照） 門脇禎

二氏もミヤケの研究で８）屯倉制の設置をほぼ崇神朝期に推定しているようである， 日本書紀には垂

仁二十七年， 「来目の邑に屯倉をたてき」とあり， また景行紀五十七年， 「諸国に令して田部の屯

倉をたてき」 とある， しかも， たとえ中国の古代が奴隷制であったとしても， 郭沫若氏がいうよう

に， 中国の奴隷制は戦国時ン代の初めに完全に脱却している， といっているのであるから， それ以後

に発達した支郡式屯倉制が奴隷制的なものでないと考えられているのであり， それを模倣し採用し

たわが国の屯倉制は， まったく奴隷制的なものではなかったと断ぜられる， 屯倉の田部は， 集団移

民であって， 皇室直轄地を開墾せしめ， 開墾後はその地に居住し， 村をなし屯倉をつくり， 朝廷は

何年間かの免税とともに食料や開墾具を給与し， 開墾を了したのち， 課税していったのは， はなは

だしく北海道開拓史上の屯田兵制や各府県民の団結移民に似たところがあるようにおもわれる，

　

つぎにわれわれは， 一般的にいって， 大化改新前に顕著に発達した当時の生産階級である部民制

が， はたして奴隷制であるか否かについて問わねばならない， 部民制の歴史的成立過程については

竹内理三氏は， 強大な氏族が弱い氏族を征服することによって成立し， 被征服氏族の氏人は， 征服

氏族よりも一段と低い被支配者的地位におかれて， 大氏族の政治， 経済組織に編入せられ， その位

置を与えられてはじめて部となるのである９）と述べられているが， この問題は， われわれの有する

資料のしめす限りでは， 何らこれを実証する資料をもたない， 単なる推測にとどまるのである， も

っとも神話の時代については， 筆者の別個の見解があるが省略せざるを得ない，

　

今日， 明らかにいえることは， この部民制なるものが朝鮮諸国に発達していた， ということ， 日

本が朝鮮から学ぶところがあったということは否定出来ない， と云うことであるｌｏ）
， 音”民制が採用

きれる以前に， すでにトモ（伴） と称する従属関係が存在したとはおもうが， 新しい生産制度， 女

化推進の制度としての都民制は，広く他の女物， 制度の輸入とともに， 朝鮮から輸入きれた制度で

あるとおもわれる， しかも， われわれが日本書紀・続日本紀を素直によむならば， 新しい大陸伝来

の技術や女化や学問を伝習し， 育成し， 後世に伝えしめんとして， 部民制が職掌的な意味をもって

大和朝廷の重要な政策として， つぎつぎに随分沢山に制定され来ったものであることを認めるであ

ろう． それのみでなく， 同一氏族集団が大きくなってくれば， 分業的， 職掌的な部民制のようなも

－
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のが発達していたことは

　

物部氏が誇る物部の百八十部や， 古語拾遺の研究から知られる各地に散

在した忌部氏の部民のようなものが， 各氏族のなかにも発達していたようにおもわれる．

　

津田左右吉氏”）は， この部民制は， もっぱら朝廷の職掌をしめすもので， 広い意味での社会的分

業でない， 伴造を首長として， 朝廷にて一定の職掌を有し， 朝廷に隷属して， ある職業に従事する

ものである， 部は朝廷における一定の職掌を有する官制上の名称であるという， しかし津田氏のい

うそれは品部と称せられるものであるが， 各豪族所属の領有民の間にも， 職掌的都民制に準ずる体

制が発達していたものと考えざるを得ない， 都民制が古代女化と生産の発達， 推進に大きな意義を

はたしていることを考えるならば， そのことは首肯されるはずである，

　

それではこの部民なるものは， 奴隷であろうか１２）． 日本書紀・清寧紀に出てくる伊与来目部小楯

のごときは， 清寧朝にすでに播磨国司であるが， 顕宗朝になると、 とくに功労によって山部連を賜

って， 山守部を率いて朝仕している， 「それ前播磨国司来目部小楯， 求め迎へて朕を挙げたり， そ

の功茂し， ねがゎしからん所は， 言すにはばかる所勿れ， 小楯うべなひて日く， 山宮もとより願う

所なり， すなわち山官にまけたまひ， 改めて姓を山都連氏と賜ふ， 吉備臣を以て副として， 山守部

を以て民と為す」 と， （頭宗紀元年の条）雄略紀七年の条をみると， 富者吉備弓削部虚空のごとき

は， 都民階級でありながら， 天皇より直接に召し出され重用されている， 後代の資料ではあるが，

続日本紀天平十八年五月の条に 「常陸国鹿嶋郡中臣部二十姫， 占部五畑ニ中臣鹿嶋運ノ姓ヲ賜ウ」

とある． 中臣部・占部なる部民に， 中臣鹿嶋連なる貴族階級としての姓を賜っている， またおなじ

く続日本紀天平二十年七月の条には， 「中臣部千稲球に呂二中臣葛野連ノ姓ヲ賜ゥ」 とある， この葛

野連は，『姓氏鎌』 ではニギハヤヒの命の蕎とあって， ！中臣氏と同族でないことを主張している，

和銅二年フ月の条には 「筑前国御笠郡大領正七位下， 宗形部堅牛ノ、益城運ノ姓ヲ賜フ， 嶋郡少領従

七位上， 中臣部加比ニ中臣志斐ノ連ノ姓ヲ賜フ」 とあるが， 中臣部なる加比が中臣志斐連の姓を賜

っている， 中臣音Ｋは一般的にいって， 中臣氏の同族ではなかったので， 中臣志斐連と賜っている，

忌部氏は宿細であったが， 忌物氏の部民で忌部ノ連の姓を賜っているものもある， 忌物の祖は大玉

命であるのに， ヒワシの命を祖としているのもあるのである， 以上の例にあげたように， 都民であ

って貴族階級なるべき蓮の姓を賜ったものが， このほかにもあったであろうと推察される．

　

これと反対に， 履１中紀五年四月の条には， 馬飼部の上番者はいれずみせられていたが， この時に

廃止したことが記されている， また雄略紀十一年十月の条には 藤島官の禽， 菟田人の狗の為にくわ

れて死ぬ， 天皇いかりて， 面をきざみて鳥養部と為す」 とあり， さらに信濃・武蔵国の直丁らが

「今天皇一鳥の故に由りて人の面を翫みたまふ， はなはだ道理無し， 悪行の主なり」 というのを天

皇はきいて， 直丁等を鳥養部としたとある， 不敬罪が重罪に処せられた明治憲法に比すれば， まだ

軽い方かもしれないが， 古代に騨の刑に処せられた臓民的な部民や， 社会的に卑しめられた１婆守や

山守部の如きものがあったこともみとめざるを得ない，

　

しかし部民の大半が， かくのごとく卑しめられた階級であったかというと， そうではない， 履仲

紀に出ている六年春 「始めて蔵職を建て，

　

よりて蕨部を定む」 とある蔵部や， 雄略紀二年十月の

「是の月， 史戸， 河上舎人部を置く」 とある史部や舎人部， 或は上番して衛士となり， 所謂親衛軍

となった靭負部のごときは， 律令では第四等官に法ぜられているのであるから， 下級官人， 下級軍

人階級であったと考えられる． つまり今日の公務員階級である， かくのごとくみ来ると， 都民階級

をもって， 一概に奴隷制的なものとするのは正しくないことがわかる，

　

緩靖紀に 「弓部稚彦をして弓を造り， 倭鍛部の天津真浦をしてマカゴの鉄を造り， 矢部をして箭

を作がしむ」 とあり垂仁紀三十九年に設置をみたる十の品部をみても， それが職掌的なものである

ことがわかる， ことに敏達紀に， 高麗の便の国書をよむものが， 船史の祖王辰瀬のみであったので
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天皇は東西の史に詔を隆して， 汝らが習える業は何の役にもたたなかったではないか， と警告して

いるのをみても， 史部は女を読み習うがための職掌として設置されたものであることがわかる， 敏

達天皇元年五月の条に 「天皇， 高麗の表疏 （フミ） をとりたまひて， 大臣に授けたまふ， 諾々の史

を召しっどへて読みとかしむ， この時に諾々の史， 三日の内に皆読むこと能はず， ここに船史の祖

王辰爾ありて， 能く読みとき奉れり， これによりて天皇， 大臣と倶にほめたまひて日く， いそしき

かな辰繭， 汝もし学ぶことをこのまざらましかば， 誰か能く読み解かまし． 宜しく今より始めて，

殿中にはべれ， 既にして東， 西の諾々の史に詔して日く， 汝等習き、所の業， 何が故にかならざる，

汝等おほしと難も， 辰爾にしかず」 と，

　

一般的にいって， 部民制は， 職掌的， 分業的性格のものであって， 大陸より輸入された新しい技

術や学問・文化を伝え， それを後世までも維持し， 育成せしめんがために設置されたものであり，

或は名代や子代の民のごとく， 名を後世に伝えるという意味をもたせて設置されたものであること

がわかる１３），

　

それゆえに， 部民制が一般的にいって， 奴隷制的なものでなかったことは明らかであって， むし

ろ， 歴史的には、 どうしてわが国の古代には労働奴隷制が発達せずに， 部民制が発達したか， とい

うことの方が解明されねばならない重要な問題である，

　　　　　　　　

０

　

部民制についての私見を述べれば， 部民制の日本での源流は， 伴 （トモ） に翻り得るであろうが

伴 （トモ） は神武紀に出てくる五部神によっても知られるように， 犯女， 現政治時代に， すでに存

在していたと考えられる， 醜志倭人伝によってもわかるように， 聖女政治の下に， 一つの行政制度

が発達していたのであるから

　

行政， 産業の担当がある程度は， きめられていたであろう， そして

その部署の担当や上・下の行政組織は必ずしも正眼関係からのみ成立したものではなく， 一部族の

中で宗教的権威の下に成立していったことが考えられる， 然るに崇神・垂仁朝の頃に， 更に進んだ

真の意味の部民制が， 他の女物・制度と共に， （醜の女物・制度） 輸入され， 職掌的な部民制が採

用され， 農業生産には， 屯田制の下に田部がおかれ， 屯田には屯倉が設けられた， 垂仁紀に部や屯

倉の設置が集中的に記載されているのはそのためである， 職掌的な部民は， その特殊な技術による

生産物を， 田部の部民は， 農産物を租税として納めた， 醜の制度ではフ 公四民だといわれている，

それ故に， 屯倉の農民は奴隷か農奴かいずれかに決めよと追まられるならば， 農奴に近いというべ

きであろう， 郭沫若氏が中国では戦国時：代末期に， 完全に奴隷制を脱却していると云うのであるか

ら， 醜の屯田制は奴隷制でないと考えていることは確かである． この醜の制度を輸入した日本で，

中国が奴隷制から屯田制にきたのだからと云って， その復習をするつもりで湖って奴隷制を実行し

たと考えるのもおかしなことである， 文化の遅れた種族が， 先進国や先進部族の女物や制度を模倣

し採用する場合には， 歴史の発達段階を無視し， とびこえて開化されてゆくものであることに注意

せねばならない， 原始共産制から一足飛びに資本主義体制に組フ＼れられると云うことは可能である

と云うことである，

　

当時としては発達したこの部民制も， とくに職掌的な部民制も， 大陸文化が更に発達をとげてゆ

くにもかかわらず， 依然として旧態然たるものがあり， その本来の存在の意義を失ってきていたこ

とに注意せねばならない， 先にあげた敏達紀に， 高麗の国書を，東・西の史部がよむことさえ出来

なくなり， おかど違いの船史の祖王辰繭のみがよみえたというに至っは， すでに設置され来った職

掌的部民制も， 女化の進むに伴って， ものの役にたたなくなっていたことが注目される， そんなと

ころから古くからの帰化人の漢人よりも新来の漢人が歓迎されたのであろう． その上に， 各豪族が

この都民を私有して， 専らに私腹を肥すのみに至ったということは， 当然大化改新を予想せざるを

えない事情にまで進んでいたというべきである，
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二， 大化改新と班田農民の性格

　

大化改新は， 暗唐の制度汐採用して， 社会的には， 半永久的な騰民制を制定した， そのために奴

隷的な奴婚なるものが存在したことはたしかである， 改新政府は， 大化元年八月に， 良賎の婚姻に
ついて， その別を分ち， 或は大宝， 養老の戸令では唐制によって， 人民の階級を良騰の二種に峻別

し， 良膜間の通婚を禁じ， その間に生れた男女は， 通婚の当時， 情を知らなかったものは， 良とす
るが， さもない限りは， これを騰とし， 離婚せしめる規定を設けた， 律令制のもとでは， 膜民は出
生と犯罪没官によって生じたが， そのほかにも， 人身売買によって蹴民とされることは禁ぜられて
いたにもかかわらず， 事実においては， 人身売買で賎民となることもおこなわれ， そのため良人が

家人， 奴蝉となることもあった，

　

律令制施行以前に， すでに慣習的には， 騰民視され， 鷹民扱されていたものがあったが， これを

制度的に， 法制的， 身分的に賎民と規定したのは， 律令制度であって， そのために半永久的な賎民

階級が生じたと考えられる． そのことは晴唐の戸籍制度の形式主義によるものであって， かつて我

が太古には， セが夫であり， 兄をも指すのでもあったし， イモが妻・妾でもあり， 妹を指すのでも

あったし， 親が父， 祖父， 曽祖父， 家父長を指すものであったのを， いちいち戸籍面で区別し， 血

縁者以外は寄人， 奴亥呉１としたのは， 進歩した面ではあったが， 良騰の別を半永久的なものにしたの
は， かならずしもわが国の習慣に合致するものではなかった， そのことは， 日本の律令制が， 内田
銀蕨博士の指摘するように， 唐制に比して， 奴蝉についても比較的に， 均田に当っては均等化の精
神をしめしていることによっても知られるのであって， 鹿民に対する差別観が徹底的でなかったこ
とを示している．

　

続日本紀をみれば， 賎民がしばしば解放されて良民とされた多くの例があり， ことに爵を賜った

り， 姓を賜ったものもある， 天平十六年には天下の馬銅雑戸の人等を免じ「汝等ノ今負フ姓ノ・恥ト
スルモノ故免ス， 但シ， 免ゼラレシ後ノ・， 汝等ガ手伎モシ子孫二伝習セザレミ， 子孫弥た前姓二降
りテ卑品二従ハソコトラ欲セント， 叉官ノ奴蝉六十人ヲ故シテ良二従ハシム」 と． 人の恥とする馬

鯛雑戸の人等を免じたが， そのために職を失って， 昔の馬負諺堆戸のときを慕うことになりをませぬか
を案じているのである， 官奴女呉ー六十人の放免は顕著である，
続日本紀を通読して， とくにいちじるしく感ぜられることば， 聖武， 孝謙， 称億天皇の御代には

仏教主義時代で， 奴女具１で解放されて良となった多くの例がみられ， あるいは官奴で宿禰・朝臣を賜

ったものもあり， 元興寺の奴女烏！（神護景雲元年） 薬師寺の奴女具！（同年） 法隆寺の奴女曇１（同年） 四天

王寺の奴女ｇ１（同年） 智識寺の奴蝉 （神護景雲三年七月） の多くのものに， 爵を賜っている， 奴息麻

呂には 「奴息麻呂ヲ放テな生殖粟ノ連ノ姓ヲ賜フ． 徳， 清売ニハ姓忍坂ヲ賜フ」 （神護景雲元年） と

あり， 天平勝宝四年には 「官奴鎌取， 根足ヲ免ス， 鎌取ニ班部ノ宿繭， 根足ニ賀茂ノ朝臣ヲ賜フ」

とあり， 天平宝字四年には （没官ノ奴， 二百州・二人， 蝉二百七十七人ヲ雄勝ノ柵ニ配ス， 並ニ良人

ニ従フ」 とあるのは， 犯罪に問われて奴鯨とされしものを， 雄勝の柵に配 し， 良民としたのであろ

う， そのほか天平宝字八年， 紀寺の奴益人等十二人に，女生紀ノーｉＵＩ臣， 真玉女等五十九人に内原ノ直

の姓を賜っているが， この例は特殊な場合だといわれているが， 一例にはなるであろう．

　

これに反して， 光仁， 桓武紀をみると， よくいえば綱紀粛正というか， 一度解放された奴女雪１を旧

に復したり， みだれがちであった良鹿の区別を明かにしたり， 律令制の階級制に復帰せしめんとし

ていることが感ぜられる， 特例であるといわれているが， 宝亀三年 「詔シテ， 従四位下， 紀ノ益人

ヲ免ジテ， 庶人トナシ姓田後部ヲ賜フ， 叉去ル宝字八年放免セシ紀寺ノ藤七十五人ハ， 旧二依り寺

ノ奴女ｇ１トナス， 但シ益人一身者， 特二良人二従フ」 とあるように， 先に放免されたものを再び賎民

に復している． あるいは宝亀三年 「常陸国鹿島ノ神瞳， 百五人， 神護景雲元年， 制ヲ立テー処ニ安
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置ス， 良ト婚姻スルラ許サズ， 是二至テ旧二依テ居住セシメテ移シ動力サズ」 とあるは， 神膜をも

との処に拘束し， かつ良人と通婚するを禁じているのである， また宝亀七年には， 「出羽国ノ惇囚

三百五十人ヲ太宰ノ管内， 及ピ讃岐国二配ス， 其ノ七十人ノ・諸司及ビ参議以上二班チ賜ヒテ騰トナ

ス」 とあるように， 係囚を賎民としている， 延暦二年正月， 身分による服色の別， 貴賎の殊を厳に

して旧に復している， 「コノゴロ所司寛容ニシテ， 曽テ禁制セズ， 間間雌塵二至ル々デ， 窓ニ禁色

ヲ着テ， 既二貴職ノ殊ナク， 亦， 等差ノ序ヲ欠ヶリ， 自今以後， 宜ク厳カニ禁断スベシ， モシ違越

スルモノアラバ， 直二常ノ料ヲ以テセョ」 と階級の別， 貴臓の序を厳に正さんとしている，

　

上述のごとく奴焔階級は存在したのであるが， すでに一般にみとめられているように， かかる膜

民は僅少であった， 滝川政次郎氏は， 賎民は良民の五・フ 匹！パーセントである， 多くみても全人ロ

の一割位である， それ故に， 奴隷は存在したが， それが当時の生産を担当するような奴隷経済時代

とはいえないというのである１４）
，．この奴女ま！き階級が当時の生産を担当した階級であると断じがたいの

はその絶対数が僅少であったばかりでなく，『大日本古文書」にのこされた資料をみてもわかるよう

に， その奴蝉が意外に老齢なものや， 幼少なものが多く， 労働奴隷としては， 生産担当には充分で

ないということは， 誠にも気がつくところである， たとえば大宝二年十一月の御野国味蜂間郡春部

里戸籍のなかの 「上政戸国造族加良安」 の戸口は五十一であるが， そのなかで奴蝉あわせて十三人

で， 奴女建ｉのはなはだ多い戸口である， その十三人の奴女盛１のうち正奴（三十才） は一人， 正輝 （五十

七才， 五十才，“十八才， 州・一才） は四人， 少奴 （廿， 十七才） 二人， 少女ｇ１（十七才） 一人， ほかは

小奴（十， 七， 六才）三人， 緑奴（三才） 小娘ｉ（十才） 一人である， これは一例にすぎないが， 奴

女雲１をもって生産階級とは断じがたいことがわかる，

　

そこで渡部義通１５｝， 藤間生大１６）， 北山茂夫氏１７）らは， 当時の主たる生産階級たる班田農民そのも

のを， 国有奴隷であるとか， 総体的奴隷であるとか定義づけるのである， かかる用語はソ同盟科学

院経済学研究所出版の『経済学教科書」にも用いられているところではある， それが奴隷制である

という理由の一つとしては， 田租は四分四厘であって， それほど重 ′々まないが， 班田農民の負う庸

役， すなわち雑橋制， とくに仕丁の兵役の負担がたえがたく重いので， 奴隷制に裏付寸られたもの

と考えざるを得ないとする１８）， しかし孝徳紀をみると， 仕丁は五十戸毎に一人， そして五十戸を以

て， 仕丁一人の根にあてたとあるから， 江戸時代の農民が兵役の義務を武士階級に委ねた代りに，
その膨大な武士階級の生活を支持させられた負担の大きかったことや， また近代の徴兵制のもとに

おける庶民階級の負担と比較するときに， 律令制下の王む三田農民が， とくに本質的に奴隷制だといわ

ねばならぬ理由があるようにはおもわれない，

　

さらに藤間生大氏は１８）， 林屋氏の論文を批判して， 古代国家の性格や機能の把握が欠けていると

し， コンスタンチーノの『史的唯物論』などの階級闘争史観によって， 律令国家の国家権力そのも

のが， 貴族・豪族が奴隷を共同所有し， 支配するための国家権力であると規定し， 古代国家は， 貴

族・豪族階級と奴隷階級の二大階級対立であると把握することによって， 班田農民以下すべてが奴

隷である， 国有奴隷， 総体的奴隷である， とするのである．

　

この古代国家観， 律令国家観がきわめて一面的な解釈にすぎないことは， 和辻哲郎氏の 「人倫的
国家の理想とその伝統」１９ｉなる論文を引用するまでもなく， 大化改新の新国家の形成にあたって，
改新の中心人物である中大兄皇子や藤原鎌足らが， 当時の支配階級の利益を代弁し， その利益を守

らんとする勢力であったというよりも， 従来の支配階級の利益を抑え， 制限し， ロ分田制をもって

人民の生活の最低限を保証せんとし， 奴蝉にも良民の三分の一を保証し， あるいは民衆に控訴の途

（鐘願の制）を開き， あるいは人民の負担を軽からしめんとして斉明天皇の葬儀を薄くし， 国司た

ちには， 牧民営の心得を諭しているのは， 彼ら改新者の精神のなかに， 人倫国家の理想があったこ
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とは否定出来ないとおもう， ただ当初の理想も， 当時の貴族・豪族の勢力のために， 貫徹すること

が出来なかったことはまことに遺憾であるが， それをもって， 貴族・豪族の奴隷共有支配のための

国家権力の確立であるとするのは， あまりにも人間の行為を曲解する偏見である， といわねばなら

ない，

　

大化の改新は， 女化の進運や生産の向上からいって， すでに部民制が世襲的となりその本来の用

にたえぬものになり， 且つ， 各豪族の私有化したろによって， 有賀長雄氏もいうように１９

　

「私権

ノ秩序タル族制ト， 公権ノ編制タル国家トラ， 全然分離シタルニアル」 のであって， 身分と官職を

分ち， 原則的には， 官職は人材登用により新女化の摂取に対応せんとするものであった， 従って，

婦人や庶民の進仕もゆるされたのである． その官職， その職掌は， 生産方面に限るのではなく， 広

く各分野にわたるものであり， 大宝律令をみれば， 従来， 世襲的に技術や智識を伝承してきた部民

制を改めて， 京師に大学， 諸国に国学を設け， 大学では経， 音， 書， 算の学を授け， さらに陰陽寮

典薬寮， 雅楽寮， 織部司等にも， それぞれ陰陽学， 暦学， 医学， 薬学， 音楽， 織物技術等を教授す

る組織を有していたのである， 田部に代るものが班田制であり， 田部の部民に代るものが班田農民

である． これは貢粗の負担の公平化と， 国家存立の基礎たる租税制度の確立にあったのであって，

総体的奴隷制の制度化を目的とするものではない， むしろ， 税の公平， 均分化を目的とする処から

重税より軽減されたものも多いと考えられる，

三， 奈夏・平安時代の律令制下の蔵会構成

奈良・平安時代の社会構成の分析は， 今日残存する僅少の戸籍・計帳の分析によっておこなわれ

ている， 賎民の数が良民に比して僅少であることは一般にみとめられるところで， 横山由清氏２０）は

賎民の全人ロに対する比を約五パーセントと計算し， 竹越与三郎氏２１１は， 三・九パーセントとし，

滝川政次郎氏２２）は， 五・フ 四パーセントとした． その数が僅少であり， かならずしも労働奴隷とは

いえないものの多いところから， 滝川氏が奴隷制は存したが， 奴隷制経済ではないと結論している

ことば， 先に述べたところである，

　

また林屋氏は２３）奈良時代の班田農民の類型を三分類し， 豪族的なもの， 土豪的なもの， 一般的な

公民とし， それが氏族社会における社会的位置をしめす君・臣・部の姓によってしめされている，

と指摘している， このことは班田農民にも， いろいろの階層を含んでいることをしめすものであっ

て， その故に， 一律に奴隷制的なものと断定しがたいことをしめしている．

　

これに対して， 藤間生大氏は， 「階級社会成立についての研究ノート」 なる論女において２４）， 一

般農民階級が奴隷制であることを説明するために， 家父長的奴隷制とか， 家内奴隷制という概念を

導フ＼して説明するのである， 血縁関係によって構成されていたクラソムゲソス的な氏族組織が崩れ

て， ムラを主体とする親族共同体となり， ムラのなかの各集団は父方の家に住むようになり， この

幾組かの単婚家族の集りよりなる大家族となった． そこで貧富の差を生じ， 貧民は同党， 寄ロから

奴女鳥１に没落し， 有力な家族構成は戸主と．僅かの親族と多くの奴輝からなる大家族となった， 強化さ

れゆく戸主権のもとに， 家長と同一血縁者なる家族までが家長に隷属する方向にすすんでゆき， 妻

妾， 寄人， 奴女ｇ１を含めて家内奴隷より構成されている古代家族制度が成立したというのである２５），

　

石母田正氏が指摘したように２６）， 当時， 東大寺に売却された奴縛さえもが， その旧主を親の如く

慕って， 逃げ帰ったという例は別としても， 古代家族が親と子という言葉で表現されるような家族

共同体的なヰ君依， 相肋的関係， 非階級的な関係をもって結合された家族的共同社会であったことは

否定できない． このことについては藤間氏もョ←ロッパでは家父長的奴隷制から労働奴隷へと転化

したのに，

　

日本では 「共同体の広汎な存在のために，

　

家内奴隷制をつづけることを余儀なくされ

一 ７４
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古代日本の奴隷制説について批判し， 私見を述ぶ

た２５）」 としているごとく， 強く家族的共同社会であったことはみとめねばならない． かかる古代家

族を， 何故に強いて奴隷制と表現せねばならぬのであるか， その理由がわからない， 今日でもある

農村社会では， 妻は生産と子供の養育に， 妻としての一切の任務を背負い， 夫は祭りや法事， ある

いは部落の所用から宴会に専念する習慣があるが， 妻は超奴隷的であるにもかかわらず， 妻として

主婦としての座の自覚において， 家庭を維持しているのであって， 決して奴隷的ではない， 家族意

識のもとに結合され， 相依相肋の関係にある， 同様の意味において， 日本の古代家族が強い家族意

識をもって， 相依相助の関係に結合されている事実を直視するとき， ョ←ロッパ的観念をもって，

奴隷制的な大家族と表現するのは， 全く妥当ではないと考えられる，

　

大化改新は， 進みゆく文化や技術に対応して， 人材登用を目的としたにも拘らず， 次第に， ふた

たび世襲的慣習が強まり， 権力の集中化があらわれだし， 位田， 職田， 勅旨田， 寺社田が増加し，

豪族の庄園の発達が促進され， 庶民に班っべき班田は欠乏し， 律令体制の班田制は崩壊してゆく，

班田制の理想は喪失して， よるべなき庶民は権力ある豪族や土蒙に依附してゆく， その中で， 強く

古代家族意識が復活してくる． 戸籍面では寄口や奴衣り己であっても， 地方豪族に依附してその家族の

一員とされて生活の安定を保ってゆくものがふえてくる， それが何らの労働力ともなり得ないよう

な年少の奴女￥や老齢の奴岬を家族構成の中に多くふくめている理由であり， 律令制度や政治力の弱

体化と共に，
、この古代家族的団結が強化されてゆくのである，

四， 結び， 私見を遊ぶ

　

以上のべてきたように， 日本の古代社会には， ヨーロッパの古代に発達したような奴隷制度が成

立しなかったにもかかわらず， 何故に， 総体的奴隷制とか， 国有奴隷制とか， あるいは家父長的家

族奴隷制などというような概念規定をせねばならないかを怪しむものである，

　

また古代日本では， 奴隷制が発達せずして， 部民制が発達した， 外国のすすんだ女化や生産技術

を摂取し， それを育成し， 後世につたえる方法としての部民制， とくに朝廷との関係で職掌的な部

民制 （各氏族の内部にも同じ制度が発達したようだ） が採用され発達したというこ、とには， それ相

当の政治史的事情， 女化史的事情， 社会経済史的事情があったと考えられる， 政治史的事情とは，

比較的に， この列島内における同一民族内部での闘争が主であって， 異人種， 異種族の捕虜が少な

かったことがあげられる， 文化史的事情とは， 北朝鮮や中国の女化が， 日本よりもすすんでいたの

で， むしろ朝鮮ノ▼や中国人を， 捕虜でも帰化人でも， 尊重したので， その文化や技能を尊重すると

ころから， 職掌的な部民制に組織だて， わが国の文化の向上， 生産技術の進歩のために貢献せしめ

られたのである， 彼らの進んだ文化を尊重し， あこがれるが故に， 奴隷制を発達せしめず， 部民制

を発達せしめたのである， 経済社会史的事情としては２７）， すでに指摘されているように， 商業， 商‘

品生産， 貿易の未発達という事情が， ョ←ロッパにみられたような奴隷労働を発展せしめなかった

のである，

　

日本や朝鮮の歴史の発展のなかで， 奴隷制を発展せしめず， 部民制を発展せしめたということ

は， 特色のあることであって， それはそれとして， 歴史的発展概念にて把握すべきものである， 西

洋におけるような奴隷制の発達が， 社会の基本的な発展法則であるかのように考える考え方そのも

のに反省すべきものがあると思う， 一般に東洋の歴史をみるときに， 古代が奴隷制で， 中世が農奴

制で， 近代が賃労働制だという西洋史中心史観は， かならずしも妥当ではない， 近代でも， 南部ア

メリカでは， 奴隷制によって農業生産を維持したのであって， それ故に古代社会だとはいえない，

生産力の発展が， 歴史を動かす基本的な一要因であることはみとめるとしても， がんらい如何なる

歴史的社会も，

　

政治史的条件 （Ｆｏｒｃｅ）女化史的条件（ｌｎｆｌｕｅｎｃｅ）社会経済史的条件 （Ｍｏｔｉｖｅ）
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の相互媒介によって成立し発展するものであることを考えるならば２８）， 奴隷制を発展せしめず， 部

民制， ことに職掌的な部民制を発展せしめたことにも， 歴史の発展の法則が存するものと考えざる

をえない， 階級対立の歴史のなかに， 時代の進むとともに， 次に新しい階級の支配が歴史の進行の

方向であるとはかぎらず， 歴史の事実においては， この対立と内乱から， その社会が完全に崩壊し

去っていることも多いのである， かかる歴史認識の問題は， 今日の政治にもつながる問題であるこ

とをおもい， 大方の叱正を期待して欄ｉ医する次第である，
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